
３）　市町村の町及び大字等の現況表

合 併 ・ 境 界
変更年 月日

区 域 の
変 更
形 式

合 併 関 係
市 町 村 名 等

町　又　は　大　字　の　名　称

明25. 4. 1
市制施行

前 橋 市

岩神町一丁目、岩神町二丁目、岩神町三丁目、岩神町四丁
目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、平和町
一丁目、平和町二丁目、国領町一丁目、国領町二丁目、住
吉町一丁目、住吉町二丁目、若宮町一丁目、若宮町二丁
目、若宮町三丁目、若宮町四丁目、日吉町一丁目、日吉町
二丁目、日吉町三丁目、日吉町四丁目、城東町一丁目、城
東町二丁目、城東町三丁目、城東町四丁目、城東町五丁
目、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、紅雲町
一丁目、紅雲町二丁目、千代田町一丁目、千代田町二丁
目、千代田町三丁目、千代田町四丁目、千代田町五丁目、
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、表町一丁目、表町
二丁目、三河町一丁目、三河町二丁目、朝日町一丁目、朝
日町二丁目、朝日町三丁目、朝日町四丁目、文京町一丁
目、文京町二丁目、文京町三丁目、文京町四丁目、天川原
町、天川町、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、南町四
丁目、六供町、天川原町一丁目、天川原町二丁目、六供町
一丁目、六供町四丁目

上 川 淵 村

上佐鳥町、橳島町
ヌデジママチ

、朝倉町、朝倉町一丁目、朝倉町二丁目、

朝倉町三丁目、朝倉町四丁目、後閑町、下佐鳥町、宮地町、

広瀬町一丁目、広瀬町二丁目、広瀬町三丁目

下 川 淵 村
公田町、横手町、亀里町、鶴光路町、新堀町、下阿内町、力
丸町、徳丸町、房丸町、下川町

桂
カ イ

萱
ガ ヤ

村
ム ラ

三俣町一丁目、三俣町二丁目、三俣町三丁目、幸塚町、上
沖町、下沖町、西片貝町一丁目、西片貝町二丁目、西片貝
町三丁目、西片貝町四丁目、西片貝町五丁目、上泉町、石
関町、亀泉町、荻窪町、堀之下町、堤町、江木町、東片貝町

芳 賀 村
勝沢町、小神明町、端気町

ハケマチ

、五代町、鳥取町、小坂子町、嶺

町、金丸町、高花台一丁目、高花台二丁目

元 総 社 村

元総社町、元総社町一丁目、元総社町二丁目、元総社町三
丁目、大友町一丁目、大友町二丁目、大友町三丁目、大渡
町、石倉町、石倉町一丁目、石倉町二丁目、石倉町三丁目、
石倉町四丁目、石倉町五丁目、鳥羽町、下石倉町

総 社 町

総社町総社、総社町一丁目、総社町二丁目、総社町三丁
目、総社町四丁目、大渡町一丁目、大渡町二丁目、総社町
植野、総社町高井、高井町一丁目、総社町桜が丘、問屋町
一丁目、問屋町二丁目

（ 群 馬 郡 ）
東 村

箱田町、後家町、前箱田町、前箱田町二丁目、川曲町、稲荷
新田町、下新田町、上新田町、古市町、小相木町、江田町、
朝日が丘町、光が丘町、大利根町一丁目、大利根町二丁
目、小相木町一丁目、古市町一丁目、新前橋町、青葉町

昭29. 6. 4 境変
南橘村大字上
小出、川 原の
各一部

敷島町、緑が丘町

昭29. 9. 1 編入 南 橘 村

上細井町、下細井町、北代田町、下小出町、下小出町一丁
目、下小出町二丁目、下小出町三丁目、上小出町一丁目、
上小出町二丁目、上小出町三丁目、龍蔵寺町、青柳町、荒
牧町、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、荒牧町四丁目、日輪
寺町、川端町、田口町、関根町、関根町一丁目、関根町二丁
目、関根町三丁目、川原町、南橘町

前橋市

編入昭29. 4. 1

市町村名
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合 併 ・ 境 界
変更年 月日

区 域 の
変 更
形 式

合 併 関 係
市 町 村 名 等

町　又　は　大　字　の　名　称市町村名

清 里 村 池端町、上青梨子町、青梨子町、清野町

新高尾村大字
鳥羽、中 尾の
一部

鳥羽町

昭30. 4. 1 境変 木瀬村の一部
天川大島町、天川大島町一丁目、天川大島町二丁目、天川
大島町三丁目、野中町、上大島町、上長磯町、女屋町、東上
野町

（ 大 胡 町 ） （荻窪町の一部）

（ 群 馬 町 ） （元総社町の一部）

昭32.10.10 境変 城南村の一部 小島田町、下長磯町

玉村町の一部
（ 旧 上 陽 村 ）

西善町、山王町、中内町、東善町、山王町一丁目、山王町二
丁目

城南村の一部 駒形町

昭42. 5. 1 編入 城 南 村

下大屋町、泉沢町、富田町、荒口町、荒子町、西大室町、東

大室町、飯土井町、新井町、二之宮町、今井町、笂井町
ウツボイマチ

、小

屋原町、上増田町、下増田町、下大島町、鶴が谷町、神沢の

森

（ 群 馬 町 ） （総社町高井の一部）

群馬町大字北
原の一部

―

( 群 馬 町 ) (元総社町の一部)

群馬町大字塚
田の一部

―

( 大 胡 町 ) (泉沢町の一部)

大胡町大字上
大屋の一部

―

大 胡 町
大胡町、茂木町、堀越町、横沢町、滝窪町、東金丸町、河原
浜町、樋越町、上大屋町

宮 城 村
鼻毛石町、柏倉町、市之関町、三夜沢町、苗ヶ島町、馬場
町、大前田町

粕 川 村

粕川町中之沢、粕川町室沢、粕川町月田、粕川町稲里、粕
川町新屋、粕川町込皆戸、粕川町深津、粕川町女渕、粕川
町西田面、粕川町前皆戸、粕川町上東田面、粕川町下東田
面、粕川町一日市、粕川町中、粕川町膳

平21.5.5 編入 富 士 見 村

富士見町田島、富士見町引田、富士見町横室、富士見町原
之郷、富士見町小沢、富士見町時沢、富士見町小暮、富士
見町皆沢、富士見町石井、富士見町漆窪、富士見町市之木
場、富士見町山口、富士見町米野、富士見町赤城山

（前橋市）

昭31. 4. 1

昭30. 1.20

境変

編入

境変

昭46. 3. 1

境変

編入

境変

境変

昭35. 4. 1

平12.11. 1

平10.11. 1

平16.12.5
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町　又　は　大　字　の　名　称市町村名

明33. 4. 1
市制施行

高 崎 市

本町、嘉多町、堰代町、赤坂町、常盤町、歌川町、並榎町、
上和田町、相生町、住吉町、請地町、台町、大橋町、九蔵
町、高砂町、山田町、椿町、末広町、成田町、柳川町、寄合
町、羅漢町、四ツ屋町、元紺屋町、新紺屋町、中紺屋町、真
町、弓町、北通町、東町、田町、白銀町、鞘町、宮元町、連雀
町、通町、砂賀町、旭町、八島町、鶴見町、あら町、檜物町、
鍛治町、下横町、若松町、新田町、南町、和田町、下和田町
一丁目、下和田町二丁目、下和田町三丁目、下和田町四丁
目、下和田町五丁目、竜見町、昭和町、高松町

塚 沢 村

飯塚町、芝塚町、貝沢町、東貝沢町一丁目、東貝沢町二丁
目、東貝沢町三丁目、東貝沢町四丁目、岩押町、高関町、江
木町、日光町、稲荷町、天神町、飯玉町、問屋町二丁目の一
部、問屋町三丁目の一部、問屋町四丁目の一部

片 岡 村

片岡町一丁目、片岡町二丁目、片岡町三丁目、聖石町、八
千代町一丁目、八千代町二丁目、八千代町三丁目、八千代
町四丁目、石原町、乗附町、寺尾町、城山町一丁目、城山町
二丁目の一部

昭14.10. 1 編入 佐 野 村

佐野窪町、上佐野町、下佐野町、下之城町、下中居町、中居
町一丁目の一部、中居町二丁目の一部、中居町三丁目の一
部、中居町四丁目の一部、上中居町、和田多中町、新後閑
町、栄町、双葉町、北双葉町

昭26. 4. 1 編入 六 郷 村

上並榎町
ナミエマチ

、筑縄町、上小塙町
コバナマチ

、下小塙町、下小鳥町、上小鳥

町、問屋町一丁目の一部、問屋町二丁目の一部、問屋町三

丁目の一部、問屋町西一丁目の一部、問屋町西二丁目の一

部、緑町一丁目の一部、緑町二丁目の一部

新 高 尾 村
（ 前 橋 市 編 入
地 域 を 除 く ）

日高町、新保田中町、中尾町、新保町

中 川 村

小八木町、大八木町、正観寺町、井野町、浜尻町、問屋町一
丁目の一部、問屋町二丁目の一部、問屋町三丁目の一部、
問屋町四丁目の一部、問屋町西一丁目の一部、問屋町西二
丁目の一部、緑町一丁目の一部、緑町二丁目の一部、緑町
三丁目、緑町四丁目

（ 碓 氷 郡 ）
八 幡 村

八幡町、鼻高町、藤塚町、剣崎町、金井淵町、町屋町、下大
島町、若田町

豊 岡 村 上豊岡町、中豊岡町、下豊岡町、北久保町

昭30. 8. 1 編入 長 野 村
北新波町、南新波町、我峰町、菊地町、楽間町、沖町、行力
町、浜川町

大 類 村
上大類町、南大類町、宿大類町、中大類町、柴崎町、中居町
一丁目の一部、中居町二丁目の一部、中居町三丁目の一
部、中居町四丁目の一部

（ 多 野 郡 ）
八 幡 村

山名町、木部町、阿久津町、根小屋町、城山町二丁目の一
部

昭32. 8. 1 編入 岩鼻村の一部
岩鼻町、台新田町、東中里町、矢中町、中居町一丁目の一
部、中居町二丁目の一部、中居町三丁目の一部、中居町四
丁目の一部

昭32. 9. 1 境変 （ 群 南 村 ） （下大類町）

高崎市

昭30. 1.20

編入

昭 2. 4. 1

昭31. 9.30

編入

編入
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合 併 ・ 境 界
変更年 月日

区 域 の
変 更
形 式

合 併 関 係
市 町 村 名 等

町　又　は　大　字　の　名　称市町村名

（ 群 南 村 ） （柴崎町の一部）

群南村大字下
大類の一部

―

昭36. 4. 1 境変 （ 群 南 村 ） （中大類町の一部）

昭38. 3.31 編入 倉 賀 野 町 倉賀野町、宮原町

昭40. 4. 1 境変 （ 安 中 市 ） （八幡町の一部）

昭40. 9. 1 編入
群　　南　 　村
(旧岩鼻村含
む)

京目町、大沢町、萩原町、島野町、元島名町、矢島町、西島
町、西横手町、宿横手町、中島町、上滝町、下滝町、下斎田
町、八幡原町、綿貫町、栗崎町、下大類町

（ 群 馬 町 ） （正観寺町の一部）

群馬町大字菅
谷の一部

―

（ 箕 郷 町 ） （楽間町の一部）

箕郷町大字下
芝の一部

―

倉 渕 村
倉渕町岩氷、倉渕町川浦、倉渕町権田、倉渕町三ノ倉、倉渕
町水沼

箕 郷 町

箕郷町生原、箕郷町柏木沢、箕郷町金敷平、箕郷町上芝、
箕郷町下芝、箕郷町白川、箕郷町善地、箕郷町富岡、箕郷
町中野、箕郷町西明屋、箕郷町東明屋、箕郷町松之沢、箕
郷町矢原、箕郷町和田山

群 馬 町
足門町、井出町、後疋間町、金古町、北原町、菅谷町、塚田
町、稲荷台町、中泉町、中里町、西国分町、東国分町、引間
町、冷水町、福島町、保渡田町、三ツ寺町、棟高町

新 町 新町

平18.10.1 編入 榛 名 町
上大島町、上里見町、上室田町、神戸町、下里見町、下室田
町、十文字町、白岩町、高浜町、中里見町、中室田町、榛名
湖町、榛名山町、本郷町、三ツ子沢町、宮沢町

平21.6.1 編入 吉 井 町

吉井町池、吉井町石神、吉井町岩井、吉井町岩崎、吉井町
大沢、吉井町小串、吉井町片山、吉井町上奥平、吉井町黒
熊、吉井町小暮、吉井町小棚、吉井町坂口、吉井町塩、吉井
町塩川、吉井町下奥平、吉井町下長根、吉井町神保、吉井
町多比良、吉井町高、吉井町多胡、吉井町中島、吉井町長
根、吉井町南陽台一丁目、吉井町南陽台二丁目、吉井町南
陽台三丁目、吉井町東谷、吉井町深沢、吉井町本郷、吉井
町馬庭、吉井町矢田、吉井町吉井、吉井町吉井川

（高崎市）

昭34. 4. 1

平18. 1.23

昭58. 4. 1 境変

編入

昭59.12. 1 境変

境変
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大10. 3. 1
市制施行

桐 生 市

本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、横山町、本町四丁
目、本町五丁目、本町六丁目、稲荷町、錦町一丁目、錦町二
丁目、錦町三丁目、織姫町、桜木町、美原町、清瀬町、新宿
一丁目、新宿二丁目、新宿三丁目、三吉町一丁目、三吉町
二丁目、小梅町、琴平町、浜松町一丁目、浜松町二丁目、仲
町一丁目、仲町二丁目、仲町三丁目、川岸町、泉町、東町、
高砂町、旭町、東一丁目、東二丁目、東三丁目、東四丁目、
東五丁目、東六丁目、東七丁目、末広町、宮前町一丁目、宮
前町二丁目、堤町一丁目、堤町二丁目、堤町三丁目、巴町
一丁目、巴町二丁目、元宿町、永楽町、小曽根町、宮本町一
丁目、宮本町二丁目、宮本町三丁目、宮本町四丁目、宮本
町、東久方町一丁目、東久方町二丁目、東久方町三丁目、
西久方町一丁目、西久方町二丁目、天神町一丁目、天神町
二丁目、天神町三丁目、平井町

昭 8. 4. 1 編入 境 野 村
境野町一丁目、境野町二丁目、境野町三丁目、境野町四丁
目、境野町五丁目、境野町六丁目、境野町七丁目、広沢町
一丁目の一部、広沢町間ノ島

昭12. 4. 1 編入 広 沢 村
広沢町一丁目の一部、広沢町二丁目、広沢町三丁目、広沢
町四丁目、広沢町五丁目、広沢町六丁目、広沢町七丁目の
一部

梅 田 村
梅田町一丁目、梅田町二丁目、梅田町三丁目、梅田町四丁
目の一部、梅田町五丁目の一部

相 生 村
相生町一丁目、相生町二丁目、相生町三丁目、相生町四丁
目、相生町五丁目

川内村の一部
川内町一丁目、川内町二丁目、川内町三丁目、川内町四丁
目、川内町五丁目

昭30. 6. 1 境変
毛里田村大字
吉沢の一部

広沢町七丁目の一部

昭34. 1. 1 編入
栃 木 県
足 利 郡 菱 村

菱町一丁目、菱町二丁目、菱町三丁目、菱町四丁目、菱町
五丁目

昭43. 4. 1 境変
栃木県安蘇郡
田沼町大字
飛駒の一部

梅田町四丁目の一部、梅田町五丁目の一部

新 里 村

新里町赤城山、新里町板橋、新里町関、新里町高泉、新里

町大久保、新里町奥沢、新里町鶴ケ谷、新里町山上
ヤマカミ

、新里

町小林、新里町武井、新里町野、新里町新川
ニッカワ

黒 保 根 村
黒保根町水沼、黒保根町八木原、黒保根町上田沢、黒保根

町下田沢、黒保根町宿廻
シュクメグリ

伊 勢 崎 市

曲輪町、大手町、平和町、本町、中央町、緑町、三光町、若
葉町、喜多町、宗高町、柳原町、寿町、西田町、華蔵寺町、
堤西町、堤下町、八幡町、末広町、乾町、上泉町、八坂町、
今泉町二丁目、三和町、本関町、鹿島町、上植木本町、豊城
町、上諏訪町、日乃出町、昭和町、宮前町、東本町、下植木
町、今泉町一丁目、粕川町、北千木町、南千木町、茂呂町一
丁目、茂呂町二丁目、美茂呂町、ひろせ町、茂呂南町、新栄
町、波志江町、安堀町、太田町、稲荷町、宮子町、連取本
町、連取元町、連取町、田中島町、田中町、東上之宮町、西
上之宮町、宮古町、韮塚町、阿弥大寺町、今井町、山王町、
堀口町、中町、柴町、戸谷塚町、福島町、八斗島町、除ケ
町、大正寺町、富塚町、下道寺町、馬見塚町、長沼町、上蓮
町、下蓮町、国領町、飯島町、羽黒町

赤 堀 町

西久保町一丁目、西久保町二丁目、西久保町三丁目、曲沢
町、赤堀鹿島町、間野谷町、香林町一丁目、香林町二丁目、
野町、磯町、西野町、赤堀今井町一丁目、赤堀今井町二丁
目、下触町、五目牛町、市場町一丁目、市場町二丁目、堀下
町

（ 佐 波 郡 ）
東 村

小泉町、平井町、東小保方町、東町、八寸町、三室町、田部
井町一丁目、田部井町二丁目、田部井町三丁目、国定町一
丁目、国定町二丁目、上田町、西小保方町

境 町

境東、境、境萩原、境百々東、境美原、境百々、境中島、境
西今井、境上矢島、境伊与久、境木島、境下渕名、境上渕
名、境東新井、境保泉、境保泉一丁目、境上武士、境下武
士、境小此木、境島村、境平塚、境新栄、境米岡、境栄、境
女塚、境三ツ木

平17. 6.13 編入

桐生市

伊勢崎市

昭29.10. 1 編入

平1７. １.　１
市制施行

新設
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太 田 市

朝日町、新井町、飯田町、飯塚町、石橋町、石原町、泉町、
市場町、岩瀬川町、植木野町、牛沢町、内ケ島町、大島町、
大鷲町、沖野町、沖之郷町、金山町、上強戸町、上小林町、
上田島町、北金井町、清原町、熊野町、強戸町、小舞木町、
下小林町、下田島町、下浜田町、城西町、庄屋町、新道町、
末広町、菅塩町、スバル町、台之郷町、高瀬町、高林東町、
高林西町、高林南町、高林北町、高林寿町、宝町、只上町、
鶴生田町、寺井町、天良町、富沢町、富若町、鳥山町、鳥山
上町、鳥山中町、鳥山下町、中根町、長手町、成塚町、新島
町、新野町、西新町、西長岡町、西野谷町、西本町、西矢島
町、韮川町、八幡町、浜町、原宿町、東今泉町、東金井町、
東新町、東長岡町、東別所町、東本町、東矢島町、福沢町、
藤阿久町、藤久良町、古戸町、別所町、細谷町、本町、丸山
町、緑町、南矢島町、茂木町、八重笠町、安良岡町、矢田堀
町、矢場町、矢場新町、由良町、吉沢町、米沢町、龍舞町、
脇屋町

尾 島 町

阿久津町、安養寺町、出塚町、岩松町、大舘町、押切町、尾
島町、粕川町、亀岡町、小角田町、すずかけ町、世良田町、
太子町、徳川町、備前島町、二ツ小屋町、堀口町、前小屋
町、前島町、南ヶ丘町、武蔵島町

新 田 町

新田赤堀町、新田市町、新田市野井町、新田市野倉町、新
田大町、新田大根町、新田金井町、新田嘉祢町、新田上江
田町、新田上田中町、新田上中町、新田木崎町、新田小金
井町、新田小金町、新田権右衛門町、新田下江田町、新田
下田中町、新田反町町、新田高尾町、新田多村新田町、新
田溜池町、新田天良町、新田中江田町、新田萩町、新田花
香塚町、新田早川町、新田瑞木町、新田村田町

藪 塚 本 町 大久保町、大原町、藪塚町、山之神町、寄合町、六千石町

（埼玉県深谷市） （二ッ小屋町の一部、前小屋町の一部）

埼玉県深谷市
高 島 の 一 部

大舘町の一部

沼 田 町

東倉内町、西倉内町、柳町、高橋場町、材木町、桜町、上原

町、東原新町、西原新町、上之町、馬喰町
バクロマチ

、中町、坊新田

町、下之町、鍛冶町、榛名町、清水町、薄根町

利 南 村
戸鹿野町、新町、沼須町、上沼須町、下久屋町、上久屋町、
久屋原町、横塚町、栄町

池 田 村
佐山町、上発知町、中発知町、発知新田町、下発知町、岡谷
町、奈良町、秋塚町

薄 根 村
下沼田町、白岩町、硯田町、恩田町、井土上町、宇楚井町、
原町、堀廻町、大釜町、善桂寺町、石墨町、戸神町、町田町

川 田 村 上川田町、下川田町、今井町、屋形原町、岩本町

（ 白 沢 村 ） （上久屋町、横塚町の一部）

白沢村大字上
古語父、下古
語父の一部

―

白 沢 村
白沢町高平、白沢町生枝、白沢町岩室、白沢町尾合、白沢
町平出、白沢町上古語父、白沢町下古語父

利 根 村

利根町追貝、利根町平川、利根町大楊、利根町高戸谷、利
根町老神、利根町大原、利根町園原、利根町穴原、利根町
根利、利根町小松、利根町柿平、利根町日向南郷、利根町
日影南郷、利根町青木、利根町砂川、利根町輪組、利根町
多那、利根町二本松、利根町千鳥、利根町石戸新田

新設

沼田市

昭29. 4. 1

昭47. 9. 1

平17.2.13 編入

境変

新設

太田市

平22．3．1 境変

平17．3．28
市制施行
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館 林 町
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、千代
田町、富士見町、栄町、仲町、西本町、代官町、台宿町、朝
日町、大手町、城町、尾曳町

郷 谷 村
広内町、加法師町、当郷町、若宮町、瀬戸谷町、坂下町、東
広内町、細内町、千塚町、田谷町、四ツ谷町

大 島 村 大島町

赤 羽 村
上赤生田町、赤生田本町、赤生田町、羽附町、花山町、楠
町、羽附旭町

六 郷 村

新宿一丁目、新宿二丁目、緑町一丁目、緑町二丁目、松原
一丁目、松原二丁目、つつじ町、美園町、小桑原町、富士原
町、西美園町、堀工町、近藤町、分福町、南美園町、青柳
町、苗木町、諏訪町、松原三丁目、東美園町

三 野 谷 村 野辺町、上三林町、下三林町、入ヶ谷町

多 々 良 村
高根町、北成島町、成島町、大谷町、赤土町、松沼町、木戸
町、日向町、大街道一丁目、大街道二丁目、大街道三丁目、
西高根町、新栄町

渡 瀬 村
足次町、岡野町、大新田町、下早川田町、上早川田町、傍示

ホウジ

塚町
ツカチョウ

西谷田村大字
大曲の一部

―

伊奈良村大字
籾谷の一部

―

昭32. 8. 1 境変
邑楽村大字赤
堀の一部

―

昭33. 4. 1 境変
明和村大字大
輪の一部

―

昭43. 1.10 境変
板倉町大字籾
谷の一部

―

昭43.11. 1 境変
板倉町大字籾
谷の一部

―

昭47.　5. 1 境変
邑楽町大字赤
堀の一部

―

昭47.10. 1 境変
邑楽町大字鶉
の一部

―

昭52.　9. 1 境変
板倉町大字岩
田の一部

―

昭53.12. 1 境変
邑楽町大字赤
堀の一部

―

昭55.　6. 1 境変
佐野市下羽田
町の一部

―

渋 川 市
渋川、阿久津、金井、南牧

ナンモク

、川島、祖母島
ウ バ シ マ

、有馬、八木原、半
ハ

田
ンダ

、行幸田
ミ ユ キ ダ

、石原、中村

伊 香 保 町 伊香保町伊香保、伊香保町湯
ユ

中
ナカ

子
ゴ

、伊香保町水沢

小 野 上 村 小野子、村上

子 持 村 上白井
カミシロイ

、中郷、横堀、北牧
キタモク

、吹屋、白井
シロイ

赤 城 村

赤城町津久田、赤城町敷島、赤城町長井小川田、赤城町深
ミヤ

山
マ

、赤城町棚下、赤城町持柏木、赤城町溝呂木、赤城町北

上野、赤城町勝保沢、赤城町見立、赤城町滝沢、赤城町上

三原田、赤城町三原田、赤城町樽、赤城町宮田、赤城町栄、

赤城町北赤城山、赤城町南赤城山

北 橘 村

北橘町八崎、北橘町分郷八崎、北橘町小室、北橘町下南
ナ

室
ムロ

、北橘町上南室、北橘町上箱田、北橘町箱田、北橘町下

箱田、北橘町真壁、北橘町赤城山

渋川市
平18. 2.20
市制施行

新設

新設

昭29. 8. 1
館林市

境変

昭29. 4. 1
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藤 岡 町 藤岡、小林

神 流 村 上戸塚、下戸塚、下栗須、岡之郷

小 野 村 森、立石、立石新田、中島、森新田、中、上栗須、中栗須

美 土 里 村 上大塚、中大塚、下大塚、本動堂、篠塚、上落合

美 九 里 村 根岸、本郷、川除、牛田、神田、矢場、保美、三本木、高山

平 井 村 東平井、西平井、鮎川、緑埜、白石、三ツ木

日 野 村 金井、下日野、上日野

昭31.12. 1 境変 （ 新 町 ） （立石新田の一部）

平18. 1. 1 編入 鬼 石 町 鬼石、浄法寺、譲原、保美濃山、坂原、三波川

富 岡 市

富岡、七日市、曽木、田篠、君川、星田、黒川、別保、上黒
岩、下黒岩、一ノ宮、宇田、宮崎、神農原、田島、大島、上高
瀬、中高瀬、下高瀬、内匠、野上、岩染、南後箇、岡本、上高
尾、下高尾、藤木、桑原、小桑原、相野田、白岩、後賀、蕨、
南蛇井、中沢、蚊沼、神成、上小林、上丹生、下丹生、原

妙 義 町
妙義町妙義、妙義町中里、妙義町行沢、妙義町諸戸、妙義
町岳、妙義町大牛、妙義町菅原、妙義町古立、妙義町北山、
妙義町上高田、妙義町下高田、妙義町八木連

安 中 市

中宿、安中、高別当、古屋、小俣、中宿一丁目、安中一丁
目、安中二丁目、安中三丁目、安中四丁目、安中五丁目、原
市、嶺、郷原、簗瀬、原市一丁目、原市二丁目、原市三丁
目、原市四丁目、上磯部、西上磯部、東上磯部、下磯部、大
竹、磯部一丁目、磯部二丁目、磯部三丁目、磯部四丁目、中
野谷、鷺宮、上間仁田、下間仁田、岩井、野殿、大谷、板鼻、
板鼻一丁目、板鼻二丁目、西上秋間、東上秋間、中秋間、下
秋間、秋間みのりが丘、上後閑、中後閑、下後閑

松 井 田 町

松井田町新堀、松井田町松井田、松井田町横川、松井田町
五料、松井田町峠、松井田町坂本、松井田町原、松井田町
入山、松井田町北野牧、松井田町西野牧、松井田町人見、
松井田町二軒在家、松井田町八城、松井田町行田、松井田
町下増田、松井田町高梨子、松井田町国衙、松井田町小日
向、松井田町土塩、松井田町新井、松井田町上増田

（ 勢 多 郡 ）
東 村

東町荻原、東町花輪、東町小夜戸、東町小中、東町神戸、東
町座間、東町草木、東町沢入

笠 懸 町 笠懸町阿左美、笠懸町久宮、笠懸町鹿、笠懸町西鹿田

大 間 々 町
大間々町大間々、大間々町桐原、大間々町高津戸、大間々
町塩原、大間々町浅原、大間々町長尾根、大間々町小平、
大間々町上神梅、大間々町下神梅、大間々町塩沢

桃 井 村 長岡、山子田、新井、上野原

相馬村の一部 広馬場

昭34. 1. 1 境変
箕郷町大字柏
木沢の一部

―

明 治 村 小倉、上野田、下野田、北下、南下、陣場

駒 寄 村 大久保、漆原

上 野 村 明22. 4. 1 上 野 村 乙母
オ ト モ

、川和、勝山、新羽
ニ ッ パ

、野栗沢、乙父
オ ッ チ

、楢原

万 場 町
柏木、麻生、生

ショウ

利
リ

、万場、塩沢、森戸、黒田、小平、相原、青

梨、船子

中 里 村 魚尾
ヨ ノ オ

、神
カ

ケ
ガ

原
ハラ

、平
ヘ

原
バラ

、尾附

藤岡市

富岡市

安中市

みどり市

多野郡

吉 岡 町
平 3. 4. 1
町 制 施 行

神 流 町

昭29. 4. 1

平18. 3.27
市制施行

新設

新設

新設

北群馬郡

榛 東 村
（ 桃 井 村 ）
昭 34. 8. 1
名 称 変 更

昭32. 3.30

昭30. 4. 1

平15. 4. 1

平18. 3.18
市制施行

新設

平18. 3.27
市制施行

新設

新設

昭30. 3. 1 編入

新設
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合 併 ・ 境 界
変更年 月日

区 域 の
変 更
形 式

合 併 関 係
市 町 村 名 等

町　又　は　大　字　の　名　称市町村名

下 仁 田 町 下仁田、吉崎、川井、栗山

小 坂 村 上小坂、中小坂、下小坂、東野牧

西 牧 村 本宿、西野牧、南野牧

青 倉 村 青倉、平原、大桑原、宮室、風口

馬 山 村 馬山、白山

昭31. 4. 1 境変
南牧村大字小
沢の一部

下郷

尾 沢 村 砥沢、羽沢、星尾、熊倉

月 形 村 大日向、大仁田、六車

磐 戸 村 小沢、大塩沢、磐戸、千原、檜沢

昭31. 4. 1 境変 （ 下 仁 田 町 ） （大字小沢の一部）

小 幡 町 小幡、上野、轟
トドロク

、国峰、善慶寺、秋畑

新 屋 村 白倉、天引、金井、造石、庭谷

福島町の一部 福島、小川

昭48.12. 1 境変 （ 吉 井 町 ） （大字金井の一部）

中 之 条 町 中之条町、伊勢町、西中之条、青山、市城

沢 田 村 山田、折田、上沢渡、下沢渡、四万

伊 参 村 岩本、蟻川
アリガワ

、五反田、大道

名 久 田 村 平、横尾、大塚
オオヅカ

、赤坂、栃窪

平22. 3.28 編入 六 合 村 小雨、生須、太
オオシ

子
シ

、赤岩、日影、入山

長 野 原 町 明22.5 長 野 原 町
川原畑、川原湯、横壁、林、長野原、大津、羽根尾、
古森、与喜屋、応桑、北軽井沢

嬬 恋 村 明22. 4. 1 嬬 恋 村
田代、干俣、大笹、大前、西窪、門貝、三原、鎌原、
芦生田、袋倉、今井

草 津 町 明33．7．1 草 津 町 草津、前口

中 山 村 中山

尻 高 村 尻
シッタカ

高

東 村 五町田、箱島、岡崎、新巻、奥田

吾 妻 町
岩井、植栗、小泉、泉沢、原町、川戸、金井、郷原、矢倉、岩
下、松谷、三島、厚田、大戸、萩生、本宿、須賀尾、大柏木

片 品 村 明22. 4. 1 片 品 村
須賀川、御

ミ

座
ザ

入
ノリ

、菅沼、築地、下平、摺渕、幡谷、花咲、針

山、東小川、越本、土出、戸倉、鎌田

川 場 村 明22. 4. 1 新設 川 場 村
門前、谷地、川場湯原、中野、太田川、小田川、萩室、立岩、
生品、天神

久 呂 保 村 森下、橡
トチ

久
ク

保
ボ

、川額
カワハケ

、赤城原

糸 之 瀬 村 糸井、貝野瀬

昭36. 8. 1 境変
利根村の一部
（旧赤城根村） 生

オ

越
ゴセ

月 夜 野 町
後閑、師

モロ

、真庭、政所、上牧、奈
ナ

女
メ

沢
ザワ

、大沼、下牧、月夜野、

小川、石倉、下津、上津

水 上 町

藤原、夜後、粟沢、綱子、幸知、湯
ユ

桧
ビ

曽
ソ

、大穴、吉本、鹿野

沢、小日向、高日向、寺間、小仁田、川上、湯原、阿能川、谷

川、向山

新 治 村
永井、吹路、猿ヶ京温泉、相俣、須川、東峰、西峰須川、入
須川、布施、新巻、羽場、師田、湯宿温泉

吾妻郡

高 山 村

東 吾 妻 町

昭 和 村

みなかみ町

甘 楽 町

下 仁 田 町

南 牧 村

新設
中 之 条 町

新設

昭30. 3.15 新設

新設

新設

昭30. 3.10

新設

昭34. 2. 1

平17.10. 1
町制施行

明22. 4. 1

昭30. 4.15

新設

昭33.11. 1

平18. 3.27
町制施行

新設

甘楽郡

利根郡
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合 併 ・ 境 界
変更年 月日

区 域 の
変 更
形 式

合 併 関 係
市 町 村 名 等

町　又　は　大　字　の　名　称市町村名

玉 村 町
上新田、与六分、下新田、上之手、上飯島、角渕、南玉、福
島、斉田、後箇、上茂木、下茂木、川井、飯倉、五料、小泉、
下之宮、箱石、宇貫、八幡原

上 陽 村 飯塚、藤川、樋越、上福島、西善､中内、山王、東善

昭32.10.15 境変 群南村の一部 板井

昭35. 4. 1 境変 （ 前 橋 市 ） （西善、中内、山王、東善）

昭51.10. 1 境変 （ 伊 勢 崎 市 ） （五料の一部）

西 谷 田 村 除川
ヨケガワ

、西岡、西岡新田、大曲、大荷場、細谷、離
ハナレ

海 老 瀬 村
海老瀬、朝日野一丁目、朝日野二丁目、朝日野三丁目、朝
日野四丁目、泉野一丁目、泉野二丁目、泉野三丁目

大 箇 野 村 下五箇、大高嶋、飯野

伊 奈 良 村 板倉、岩田、籾谷、内蔵新田、大蔵

千 江 田 村 下江黒、上江黒、斗合田、千津井、江口、田島

梅 島 村 新里
ニッサト

、梅原、中谷、南大島

佐 貫 村 大輪、須賀、川俣、大佐貫、矢島、入ヶ谷

昭33. 4. 1 境変 （ 館 林 市 ） （大字大輪の一部）

永 楽 村 赤岩、舞木、新福寺、福島、鍋谷、赤岩西、舞木東

富 永 村 瀬戸井、上五箇、上中森、下中森、萱野、木崎、昭和

長 柄 村 ―

昭31. 9.30 境変 （ 中 島 村 ） （篠塚、狸塚、赤堀…旧長柄村）

大 川 村

坂田、古氷
フルコオリ

、寄木戸、仙石、古海、吉田、日の出、富士三丁

目の一部、坂田一丁目、坂田二丁目の一部、坂田三丁目、

坂田四丁目、坂田五丁目の一部、坂田六丁目、坂田七丁

目、仙石一丁目、仙石二丁目、仙石三丁目、仙石四丁目、丘

山

小 泉 町

上小泉、下小泉、住吉、富士一丁目、富士二丁目、富士三丁
目の一部、西小泉一丁目、西小泉二丁目、西小泉三丁目、
西小泉四丁目、西小泉五丁目、中央一丁目、中央二丁目、
中央三丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、朝日三丁目、朝日
四丁目、朝日五丁目、東小泉一丁目、東小泉二丁目、東小
泉三丁目、城之内一丁目、城之内二丁目、城之内三丁目、
城之内四丁目、城之内五丁目、北小泉一丁目、北小泉二丁
目、北小泉三丁目、北小泉四丁目、いずみ一丁目、いずみ
二丁目、坂田二丁目の一部、坂田五丁目の一部

中 野 村 中野、鶉新田、鶉
ウズラ

、光善寺、新中野、明野

高 島 村 藤川、秋妻、石打

昭31. 9.30 境変
千代田村の一
部（旧長柄村） 篠塚、狸塚

ムジナツカ

、赤堀

（注）１　令和7年6月1日現在のものである。

佐波郡 玉 村 町

千 代 田 町
昭 57. 4. 1
町 制 施 行

邑楽郡

板 倉 町

明 和 町
平 10.10. 1
町 制 施 行

邑 楽 町
（ 中 島 村 ）
昭 32.1.1
名 称 変 更
昭 43.4.1
町 制 施 行

大 泉 町

新設

新設

昭30. 3. 1

新設

新設

昭32. 8. 1

新設

新設昭30. 3. 1

昭30. 3.31

昭30. 2. 1
町制施行

昭32. 3.31

２　「区域の変更形式」欄の「新設」は新設合併、「編入」は編入合併、「境変」は境界変更（市町村数の減少を伴わない
もの）、「合併関係市町村名等」欄の（　）の市町村は境界変更により当該市町村の区域を編入した市町村、「町又は大
字の名称」欄の（　）は境界変更により減少した区域をそれぞれ示すものである。

３　「町又は大字の名称」欄の名称は、当該市町村内の地方自治法上のすべての町又は大字名であり、いわゆる公称区
域名である。また、同欄中、下線の施してあるものは、住居表示を実施した町である。
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